
（関連分野） 

介護・子育て・医療 

（事業の名称） 

 経済的に困難な状況にある女性等の再就職支援事業 

（関係省庁名） 

厚生労働省 

事業の概要 

（事業内容） 

・ 経済的に困難な状況にある女性や育児等を理由として退職し再就職を希望

する女性を支援するために、 

 ① 求人の探し方、面接のノウハウ等再就職活動に向けた実践的な内容の講

座の開催 

 ② インターンシップの実施 

 ③ カウンセラー等による個別の就業相談 

 等を実施することにより、働くことへの不安感を取り除くとともに再就職に

向けて必要な情報を提供するなど、再就職支援事業を行う。 

・ インターンシップの場の提供やカウンセラーの確保等を行うなど、ハロー

ワーク（又はマザーズハローワーク）や、経済団体等関係団体との連携を図

り、離職者等をスタッフとして雇用する。 

 

（設備・人員等の基準） 

・ 市町村の自由設計 

 

（利用者の規模） 

・ 市町村の自由設計 

 

（利用料） 

・ 市町村の自由設計 

 

（委託費水準） 

・ 市町村の自由設計 

 

（関係者の役割） 

・ 市町村：実施主体（運営委託先の選定・監督）、連携体制の構築など 

・ 都道府県：都道府県基金からの市町村への助成、市町村への全般的な相談・

助言、連携体制の構築など 



・ 国：事業運営全般に関する相談・助言 

（事業展開に必要となる事項・規制緩和など） 

 特になし 

（期待される効果） 

定性的効果： 

 ① 地域の女性の再就職に対するきめ細やかな対応：経済的に困難な状況

にあり再就職を希望する女性等に対するきめ細やかな対応が可能にな

る。  

 ② 地域の女性の再就職促進：セミナーの受講後など、様々な分野への再

就職を促進する場とする。 

 ③ 地域に密着した運営：市町村が設置し、地域の女性センター、ＮＰＯ

法人等に運営委託。 

（先行事例） 

 とやま女性のチャレンジ総合支援事業（富山県）等 

（期間後の取扱い） 

（関係省庁担当者連絡先） 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課 課長補佐 山口正行 / 係

長 進士順和 

  電話番号：03-3595-3274 / ファックス：03-3502-6763 

 
 


